
令和3年 3月 10日 

事 業 主 殿 

東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合 

令和 3年度 事業計画について 

 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 当健康保険組合の事業運営につきましては、平素より格別なご理解、ご協力を賜り

厚くお礼申し上げます。 

 さて、次年度の事業計画について第 148 回組合会（令和 3 年 2 月 17 日開催）に

おいて決議されましたので、下記のとおりご報告いたします。 

記 

１．令和 3年度 保険料率について 

・令和３年度 標準報酬月額および保険料月額表 

２．届出様式における押印の廃止について 

３．健康保険被保険者証再交付手数料の徴収について 

４．令和 3年度 保健事業計画について 

・令和 3年度  Pep Up 新規事業（別紙） 

・Ｐｅｐ Ｕｐ情報配信サービス 

・健康管理代表委員募集 

５．健保だより「活」4月特集号(保存版)の自宅配送について 

６．事業計画説明会について 

  ・令和３年度 事業計画説明会に関する質問（１）（２） 



　　　令和3年度 介護保険料率    　　18/1000　　　　　

据え置きとなりましたのでお知らせいたします。

（音声案内①）

1.令和3年度の保険料率について

　（46.25/1000）

 (1.3/1000）

　令和3年度の健康保険料率および介護保険料率は下記のとおり、昨年度と同率の

　　令和3年度 健康保険料率    　　98/1000 　 　　

記

基本保険料

　（50.45/1000）

（96.7/1000）
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・・・・・・・・・・・・・

40～64歳の介護保険に充てる保険料

適用課　　　　℡03-3576-3511
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

（18/1000）

　・・・・・・・・・・・・・・・・・
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保険給付及び保健事業などに充てる保険料

後期高齢者医療制度への｢支援金｣、前期高

齢者医療給付のための｢納付金｣、退職者医

療制度への｢拠出金｣などに充てる保険料

・・・・

・・・・

一
般
保
険
料

高額医療費の財政調整などに充てる保険料



健　康　保　険　料　負　担　額
被保険者（円） 事業主（円） 小  計（円） 被保険者（円） 事業主（円） 小  計（円） 合 計（円）

等級 月　額（円） 日  額（円） 49/1000 49/1000 98/1000 9/1000 9/1000 18/1000

1 58,000 1,930 63,000 円未満 2,842 2,842 5,684 522 522 1,044 6,728

2 68,000 2,270 63,000 円以上～ 73,000 〃 3,332 3,332 6,664 612 612 1,224 7,888

3 78,000 2,600 73,000 〃 ～ 83,000 〃 3,822 3,822 7,644 702 702 1,404 9,048

4 88,000 2,930 83,000 〃 ～ 93,000 〃 4,312 4,312 8,624 792 792 1,584 10,208

5 98,000 3,270 93,000 〃 ～ 101,000 〃 4,802 4,802 9,604 882 882 1,764 11,368

6 104,000 3,470 101,000 〃 ～ 107,000 〃 5,096 5,096 10,192 936 936 1,872 12,064

7 110,000 3,670 107,000 〃 ～ 114,000 〃 5,390 5,390 10,780 990 990 1,980 12,760

8 118,000 3,930 114,000 〃 ～ 122,000 〃 5,782 5,782 11,564 1,062 1,062 2,124 13,688

9 126,000 4,200 122,000 〃 ～ 130,000 〃 6,174 6,174 12,348 1,134 1,134 2,268 14,616

10 134,000 4,470 130,000 〃 ～ 138,000 〃 6,566 6,566 13,132 1,206 1,206 2,412 15,544

11 142,000 4,730 138,000 〃 ～ 146,000 〃 6,958 6,958 13,916 1,278 1,278 2,556 16,472

12 150,000 5,000 146,000 〃 ～ 155,000 〃 7,350 7,350 14,700 1,350 1,350 2,700 17,400

13 160,000 5,330 155,000 〃 ～ 165,000 〃 7,840 7,840 15,680 1,440 1,440 2,880 18,560

14 170,000 5,670 165,000 〃 ～ 175,000 〃 8,330 8,330 16,660 1,530 1,530 3,060 19,720

15 180,000 6,000 175,000 〃 ～ 185,000 〃 8,820 8,820 17,640 1,620 1,620 3,240 20,880

16 190,000 6,330 185,000 〃 ～ 195,000 〃 9,310 9,310 18,620 1,710 1,710 3,420 22,040

17 200,000 6,670 195,000 〃 ～ 210,000 〃 9,800 9,800 19,600 1,800 1,800 3,600 23,200

18 220,000 7,330 210,000 〃 ～ 230,000 〃 10,780 10,780 21,560 1,980 1,980 3,960 25,520

19 240,000 8,000 230,000 〃 ～ 250,000 〃 11,760 11,760 23,520 2,160 2,160 4,320 27,840

20 260,000 8,670 250,000 〃 ～ 270,000 〃 12,740 12,740 25,480 2,340 2,340 4,680 30,160

21 280,000 9,330 270,000 〃 ～ 290,000 〃 13,720 13,720 27,440 2,520 2,520 5,040 32,480

22 300,000 10,000 290,000 〃 ～ 310,000 〃 14,700 14,700 29,400 2,700 2,700 5,400 34,800

23 320,000 10,670 310,000 〃 ～ 330,000 〃 15,680 15,680 31,360 2,880 2,880 5,760 37,120

24 340,000 11,330 330,000 〃 ～ 350,000 〃 16,660 16,660 33,320 3,060 3,060 6,120 39,440

25 360,000 12,000 350,000 〃 ～ 370,000 〃 17,640 17,640 35,280 3,240 3,240 6,480 41,760

26 380,000 12,670 370,000 〃 ～ 395,000 〃 18,620 18,620 37,240 3,420 3,420 6,840 44,080

27 410,000 13,670 395,000 〃 ～ 425,000 〃 20,090 20,090 40,180 3,690 3,690 7,380 47,560

28 440,000 14,670 425,000 〃 ～ 455,000 〃 21,560 21,560 43,120 3,960 3,960 7,920 51,040

29 470,000 15,670 455,000 〃 ～ 485,000 〃 23,030 23,030 46,060 4,230 4,230 8,460 54,520

30 500,000 16,670 485,000 〃 ～ 515,000 〃 24,500 24,500 49,000 4,500 4,500 9,000 58,000

31 530,000 17,670 515,000 〃 ～ 545,000 〃 25,970 25,970 51,940 4,770 4,770 9,540 61,480

32 560,000 18,670 545,000 〃 ～ 575,000 〃 27,440 27,440 54,880 5,040 5,040 10,080 64,960

33 590,000 19,670 575,000 〃 ～ 605,000 〃 28,910 28,910 57,820 5,310 5,310 10,620 68,440

34 620,000 20,670 605,000 〃 ～ 635,000 〃 30,380 30,380 60,760 5,580 5,580 11,160 71,920

35 650,000 21,670 635,000 〃 ～ 665,000 〃 31,850 31,850 63,700 5,850 5,850 11,700 75,400

36 680,000 22,670 665,000 〃 ～ 695,000 〃 33,320 33,320 66,640 6,120 6,120 12,240 78,880

37 710,000 23,670 695,000 〃 ～ 730,000 〃 34,790 34,790 69,580 6,390 6,390 12,780 82,360

38 750,000 25,000 730,000 〃 ～ 770,000 〃 36,750 36,750 73,500 6,750 6,750 13,500 87,000

39 790,000 26,330 770,000 〃 ～ 810,000 〃 38,710 38,710 77,420 7,110 7,110 14,220 91,640

40 830,000 27,670 810,000 〃 ～ 855,000 〃 40,670 40,670 81,340 7,470 7,470 14,940 96,280

41 880,000 29,330 855,000 〃 ～ 905,000 〃 43,120 43,120 86,240 7,920 7,920 15,840 102,080

42 930,000 31,000 905,000 〃 ～ 955,000 〃 45,570 45,570 91,140 8,370 8,370 16,740 107,880

43 980,000 32,670 955,000 〃 ～ 1,005,000 〃 48,020 48,020 96,040 8,820 8,820 17,640 113,680

44 1,030,000 34,330 1,005,000 〃 ～ 1,055,000 〃 50,470 50,470 100,940 9,270 9,270 18,540 119,480

45 1,090,000 36,330 1,055,000 〃 ～ 1,115,000 〃 53,410 53,410 106,820 9,810 9,810 19,620 126,440

46 1,150,000 38,330 1,115,000 〃 ～ 1,175,000 〃 56,350 56,350 112,700 10,350 10,350 20,700 133,400

47 1,210,000 40,330 1,175,000 〃 ～ 1,235,000 〃 59,290 59,290 118,580 10,890 10,890 21,780 140,360

48 1,270,000 42,330 1,235,000 〃 ～ 1,295,000 〃 62,230 62,230 124,460 11,430 11,430 22,860 147,320

49 1,330,000 44,330 1,295,000 〃 ～ 1,355,000 〃 65,170 65,170 130,340 11,970 11,970 23,940 154,280

50 1,390,000 46,330 1,355,000 円以上～ 68,110 68,110 136,220 12,510 12,510 25,020 161,240

●介護保険料率は令和2年3月分から18/1000
●賞与から納める健康保険の保険料の額は、標準賞与額（賞与の1,000円未満切り捨てた額。上限年度573万円）に保険料率を乗じた額。

東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

●健康保険料率は平成30年3月分から98/1000（うち令和3年3月分から基本保険料率50.45/1000 ・特定保険料率46.25/1000 、調整保険料率1.3/1000）

　　令和3年度　標準報酬月額および保険料月額表 
    令和3年3月分保険料 (令和3年4月末納付分)より適用

標  準  報  酬
介　護　保　険　料　負　担　額

報 　 酬  　月 　 額



令和 3年 3月 10日

事 業 主 殿

担 当 者 殿

東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

2. 届出様式における押印の廃止について

標記の件につきまして、厚生労働省関係省令の一部改正により、当組合としては下記の届出用

紙について、押印を廃止することとしましたのでお知らせいたします。

記

1. 押印を廃止した届出

(1)適用関係

① 被保険者資格取得届 

 ② 被保険者資格喪失届 

 ③ 被保険者月額算定基礎届 

④ 被保険者月額変更届 

⑤ 被保険者賞与支払届 

⑥ 被保険者氏名変更届 

(2)給付関係 

① 移送費支給申請書 

② 傷病手当金支給申請書（※） 

③ 出産手当金支給申請書（※） 

④ 特定疾病療養受療証交付申請書  

(3)保健事業関係

① 保健事業にかかわる申請書全般（各種補助金申請書／但し JTB 保養所利用申請書は除く）

（※）の申請書については、委任状欄における被保険者（申請者）及び受任者（事業所）の押

印は、従来どおり必要です

2. 実施日        

令和 3 年 4 月 1 日受付分から

照会先 

〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-21-15
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合 ℡03-3576-3511 

適用課（音声案内①）

給付課（音声案内②）

保健事業課（音声案内③）



令和 3年 3月 10 日 

事業主様 

東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合 

３．健康保険被保険者証再交付手数料の徴収について 

平素は、組合運営にご協力いただき、ありがとうございます。 

当組合では、これまで被保険者証の再交付を無償で行ってきましたが、年間で数百件発生し、

相応の費用もかかっていることから、今後は下記の通り、再交付手数料をいただくこととな

りました。後日、HP でも広報いたしますが、まずは事業主の皆さまにご連絡いたします。 

本件については、第 333 回理事会、第 148 会組合会で決議されましたので、 

ご理解、ご協力賜りますよう、お願い申し上げます。 

ご不明な点がございましたら、下記照会先までお問い合わせください。 

記 

再交付手数料 1,000 円（税込） 

毀損（カード破損・印字かすれ等）による再交付は手数料不要 

実施日 令和 3年４月 1日受付分より 

再発行手続 ①事業所より「健康保険被保険者証再交付申請書」を当組合へ提出 

②当組合よりゆうちょ銀行の振込用紙を被保険者へ送付 

③被保険者が手数料を振り込み 

④入金確認後、被保険者証を再発行、事業所へ送付 

＜照会先＞               

東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合 

適用課 TEL03-3576-3511（音声案内①） 



４．令和 3年度 保健事業計画 

令和3年度は、平成30年より実施の「第2期データヘルス計画」におりこんだ事業を着実に実

施していくほか、新規事業（網掛け部分     ）の立ち上げや実施人数の拡大などを計画・実施

いたします。 

【主な新規保健事業等について】 

①ＩＣＴ保健指導、禁煙サポート事業の本格導入＜（１）、（３）－１０参照＞ 

②オンライン医療相談サービスの導入＜（３）－１１参照＞ 

③健康ポータルサイト事業の強化＜別紙【Pep Up新規事業】参照＞ 

 特定健康診査事業・特定保健指導事業 

     「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平成30年度～令和5年度を＜第3期

特定健康診査等実施計画※＞として、被保険者・被扶養者の 40 歳から 74 歳を対象と

し、内臓脂肪症候群予防を目的に各種健康診断（生活習慣病予防健診・人間ドックなど）

に含めて実施いたします。 

また、特定健康診査の結果、内臓脂肪症候群へのリスクを有するものに対し、生活習慣

改善を目的とした保健指導を実施いたします。 

   ※国が定める特定健診受診率は85％（当組合の令和元年度 特定健診受診率は71.6％） 

        〃   特定保健指導実施率は30％（   〃    特定保健指導実施率は 10.6％） 

ＩＣＴ特定保健指導（本格導入） 

    令和 2 年度にトライアル事業（人数制限あり）として開始した、スマートフォン等ＩＣＴを活

用した保健指導方法を、本格導入（人数制限はありません）いたします。 

初回面談の予約から面談をスマホのアプリ等から行え、継続支援は専用サイトを利用

することで、手軽に保健指導がご利用できます。

 保健指導宣伝 

 1．機関誌「活」の発行 

    健康保険制度の仕組みや保健事業について掲載いたします。 

（年３回発行／※４月、９月、１月）※４月発行の「特集号」は、自宅配送を予定しています。 

     2．医療費通知（※ジェネリック医薬品利用促進） 

       医療費通知は、保険医療機関の受診者に対し、受診状況や医療費を確認いただくため、 

２月初旬に発行いたします。（1～１０月受診分までの医療費が掲載される予定です） 

※ジェネリック医薬品（後発医薬品）の使用促進および医療費の適正化（削減）を目的とし、 

健康ポータルサイト＜Pep Up＞より差額情報が配信されます。（3 ヶ月毎に配信） 



    ３．健康企業宣言促進事業 

健康企業宣言をされた事業所へ、「健康測定セット」（体重計・血圧計）としてご提供いた

します。（初回宣言時のみ対象／先着30セット） 

    ４. 健康ポータルサイト事業 

健康ポータルサイト＜Pep Up＞にご登録することで、健康診断結果、医療費情報、 

ジェネリック医薬品差額情報、健康情報等の配信のほか、健康保険組合のイベント情報の

配信、参加受付が行えます。 

また、参加された結果により、インセンティブポイントが付与されますので、健康的な行

動変容を促進いたします。 

      ※対象者…被保険者および被扶養者（配偶者のみ） 

◎利用には、ログイン ＩＤが必要です。 

 疾病予防 

１．生活習慣病予防健診（事業所巡回・健保会館） 

被保険者、被扶養者 受診者負担金Ａ2 コース 2,000 円、Ｂコース 3,000円 

（婦人科検査を追加しても同額です。） 

２．（一社）東振協 秋季婦人生活習慣病予防健診（会場健診） 

秋に実施し、受診者負担金として 3,000 円を医療機関に直接納付していただきます。 

※女性の被扶養者にお勧めです。 

乳がん検査は、エコーまたはマンモグラフィーの選択制（一部医療機関）となります。 

なお、ご家族の方にもお申込みしやすいよう、自宅配送を予定している機関誌「活」特

集号（４月発行）およびホームページに掲載いたします。 

また、40 歳以上の女性被扶養者のご自宅に案内はがきを送付いたします。 

3．人間ドック（直接契約医療機関） ※35歳以上（年度年齢）の方が対象 

受診者負担金は 12,000 円以上で、被保険者・被扶養者同額です。 

４.生活習慣病予防健診＋婦人科検査（直接契約医療機関） 

受診者負担金は3,000円で、被保険者・被扶養者同額です。 

５．上記 1～4のほか、（一社）東京都総合組合保健施設振興協会(東振協)が契約する健診 

機関（全国約720 ヶ所）もご活用ください。 

＊健診機関は、当組合ホームページからご確認ください。(逐次更新) 

        受診者負担  被保険者・被扶養者 生活習慣病予防健診 Ａ2 コース   2,000円 

                                                           Ｂコース    3,000 円 

                                              人間ドック 日帰り  12,000 円～ 



 ６.遠隔地被保険者並びに被扶養者に対する各種健診補助金の交付 

「東京都外に勤務している被保険者」、「当組合契約医療機関での受診が困難な被保

険者並びに被扶養者」を対象に、表①のとおり補助金を交付いたします。 

ただし、補助限度額以内の場合は、実費から受診者負担額を差し引いた額となります。 

表① 

婦人科なし

婦人科あり

前立腺検査（ＰＳＡ）※

※人間ドックは35歳以上（年度年齢）の方が対象となります。
※前立腺検査（ＰＳＡ）は50歳以上の男性被保険者および被扶養者が対象となります。

12,000円～

2,000円～ ～10,000円

～16,000円

～6,000円

3,000円～

～31,000円

自己負担額

被保険者・被扶養者

2,000円～

12,000円～ ～34,000円

3,000円～

12,000円～

生 活 習 慣 病 予 防 健 診

婦 人 健 診 （ 簡 易 ）

婦 人 健 診

生活習慣病予防健診（簡易）

被保険者・被扶養者

～12,000円

～30,000円

人間ドック

補助金限度額
種別

対象

７．インフルエンザ予防接種補助金 

被保険者および被扶養者を対象に、インフルエンザワクチンを接種された方に、補助金

を交付いたします。(※インルエンザワクチン「フルミスト」は対象外となります) 

対象接種期間  令和 3年１０月～令和 4年 1月接種分 

補助金額     1 人 2,000 円まで（年度内に 1回分のみ） 

請求期限     令和 4年 2月末必着 

８．若年層保健指導事業 

若年層（３５～3９ 歳以下）のメタボリックシンドローム予備群とされる方に、ＩＣＴ等を利

用した保健指導を実施いたします。 

９．データヘルス計画事業の実施 

レセプトや健診結果を分析することで、加入者や加入事業所毎の健康状態や医療状況 

を把握し、健診未受診者を対象とした受診勧奨、重症化予防（糖尿病性腎症）など健康課 

題に対する効率的な事業を実施します。 

１０．禁煙サポート事業（本格導入） 

６５歳以下の被保険者および被扶養者（配偶者のみ）を対象とした、ＩＣＴを利用した通

院不要の禁煙プログラムを実施いたします。 

（診察はテレビ電話で行い、お薬はご自宅へ配送いたします。） 

◎参加料金 １０，０００円 (禁煙成功者には Pep Up より 5,000ポイント還元) 



＜ポイント還元方法＞ 

① サポート終了後のアンケート（３か月後に実施予定）に回答。 

② アンケートにより、禁煙継続の確認。 

③ Pep Up によるポイントの還元。（ポイント還元には 1 カ月程度要します） 

※ （Pep Up の登録が必須です。※現金等による還元はありません） 

１１.オンライン医療相談サービス事業（新規事業） 

Pep Up 登録者が利用可能な、テレビ電話やチャットを利用した、２４時間気軽に医療

相談が行えます。（相談となりますので、診察行為はありません） 

※医療従事者が対応いたします。 

１２.歯科受診勧奨事業（新規事業） 

Pep Up によるイベントとして、複数の質問に回答することで、ご自身の口腔リスクを 

ご確認いただき、歯科受診へつなげていただけます。（早期治療による医療費適正化） 

 体育奨励 

     1.スマホウォーク（旧スマホウォーキング大会） 

健康ポータルサイト〈Pep Up〉利用者を対象に、ウォーキング大会を実施いたします。

※詳細につきましては、機関誌「活」、ホームページ等でご案内いたします。 

    2.ウォーキング大会（春・秋） 

被保険者と被扶養者を対象に、健康増進の一環として屋外でのウォーキング大会を春

と秋に年2回実施いたします。 

       ※詳細につきましては、ホームページ等でご案内いたします。 

3.スポーツクラブとの契約 

    被保険者と被扶養者を対象に、健康増進を目的にスポーツクラブと契約しています。 

     「ルネサンス」・「へるすぴあ」・「コナミスポーツクラブ」と契約いたします。 

コナミスポーツクラブは 1 回 1,000 円、月 3 回（月額利用者は対象外）を限度に補助

いたします。 

     ※体育奨励事業は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、中止および一時中断 

       する場合があります。（詳細はホームページより更新いたします） 

 契約保養所 

     １．契約保養所利用補助金の交付（インターネット予約サイト「たびゲーター」を含む） 

被保険者および被扶養者を対象に、保養等を目的とした利用者へ、補助金を交付

いたします。※社内・課内旅行、あるいは会議等は補助対象外です。 



年間 （4月～翌年3月）3泊を限度に被保険者には、1泊 4,000円、被扶養者に

は、1 泊 3,000 円 を補助いたします。 

（「たびゲーター」利用にはＹＡＨＯＯ!ＩＤが必要になります） 

※契約保養所補助金は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、補助を一時中断 

する場合があります。（詳細はホームページより更新いたします） 

2.日帰り温泉施設との契約 

     日帰り温泉施設「お台場大江戸温泉物語」および「浦安大江戸温泉物語万華郷」が

法人契約料金でご利用できます。（保険証の提示が必要です） 

 保健会館 

健保会館 5 階会議室及び 6 階多目的ホールを社内会議等の利用向けに貸出しい 

たします。 

       ※詳細は、健保組合 総務課 ℡ 03-3576-3511（５）へお問い合せください。 

＜照会先＞                    

東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合 

保健事業課 ℡０３－３５７６－３５１１ 

（案内番号③） 



別 紙 

令和 3年度  Pep Up新規事業 

１．事業所担当者向けメール配信（要申込） 

事業所担当者様へ、健保組合に関するお知らせを配信いたします。 

配信希望の場合は、別紙＜Pep Up 情報配信サービス申込書＞にて、お申し込み 

ください。 

【配信内容（予定）】 

・ホームページの更新案内（新着情報の更新など） 

・給付金等の入金日（締切日など） 

・申請、提出物のご案内や注意事項 

・各種保健事業の申し込み開始案内（ウォーキング大会など） 

・アンケート回答（回答者へポイント進呈）                   等々 

２．オンライン医療相談サービス 

２４時間スマホやパソコンなどで気軽に相談可能な、オンライン型の医療相談サー 

ビスです。 

相談相手は全て医師で、チャット形式のほか、テレビ電話（予約制）でもご相談いた 

だけます。 

※内科、外科以外に皮膚科や小児科、精神科など全 12科目に対応。 

３．健診値改善チャレンジ   

  健康年齢が改善・維持された方へ Pep ポイントを進呈いたします。 

  健康意識や健康行動を向上して、『健康寿命』の延伸を目指しましょう。

４．歯科受診勧奨   

  Pep Upで行うイベントとして、複数の質問に回答いただくことで、ご自身の口腔 

状態が把握いただけます。 

口腔状態によって、早期の歯科受診をおすすめし、重症化を防げます。 



Pep Up情報配信サービス

＜配信内容＞

・健保ホームページの更新情報

・給付金等の支払日

・重要書類等の提出期限

・健保イベントのご案内（ウォーキング大会・説明会など）

・法改正のご案内

・申請書類等の注意点、よくある質問 等々

２０２１．４月 募集スタート！

健康ポータルサイト「ＰｅｐＵｐ」より、担当者向けサービスとして健保情報
を定期配信いたします。健康保険の担当者様が、見逃してはならない健
保組合からの「案内」や「イベント情報」などを定期的に受け取ることがで
きるサービスです。

＜申込方法＞

・別紙「Pep Up情報配信サービス申込書」をご提出下さい。
※事前に健康ポータルサイト「Ｐｅｐ Ｕｐ」のご登録が必要です。

◎さらに、事業所限定の情報提供（例＞従業員の疾病傾向、医療費の推移
など）担当者様からのご要望がありましたら配信を予定していますので、ぜひ
お申し込みいただきご活用ください。

「ＰｅｐＵｐ」とは・・・スマホやパソコンからアクセスす

ることができるＷｅｂサービスで、健康増進を目的と
した健康コンテンツを提供しています。

（健診結果の閲覧、体重・歩数・血圧などの管理、
ウォーキングイベント参加によるポイント付与等）

※健康ポータルサイト「ＰｅｐＵｐ」の登録は、こちら



年 月 日

〒 －

※一事業所あたり最大５名まで登録可能です。

（お申し込み先）

〒170-0004

東京都豊島区北大塚1-21-15

東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合　保健事業課あて

ＴＥＬ：03-3576-3511（案内番号３番） ＦＡＸ：03-3576-1627

ＰｅｐＵｐ未登録者の方は、こちらよりアクセス
し登録のうえお申し込みください。⇒

申込者

保険証の
番号

氏名・フリガナ PepUp登録済

住所

連絡先 電話番号

Pep Up情報配信サービス申込書

令和　

事業所記号 事業所名



【健康管理代表委員】
募集します！

健康保険組合の事業や活動（保健指導の参加案内、イベント告知や
申請方法のご案内など）を、従業員の方々へご周知いただく活動を
お願いしています。

健康管理（代表）委員とは？

どんな活動をするの？

健保主催の説明会・講演会等への参加、健康診断の受診・特定保健
指導対象者への参加呼びかけなどをお願いしています。

代表委員とは…健康管理委員の中から、健保の保健事業にかかわる
イベント（講演会や体験教室など）や大会の開催地など、実施内容
の候補を話し合っています。（ＺＯＯＭ会議などを予定）

過去の実施イベント
「ライザップ式の食事や運動で生活習慣を改善しよう！」

「ＶＲ認知症体験会」
「タニタの管理栄養士が教える『食』の講座」
その他 各種ウォーキング大会の開催地 等々

＜お問い合わせ先＞
保健事業課

）

※活動に応じてＰｅｐポイントを進呈いたします。



５. 健保だより｢活｣４月特集号(保存版)の自宅配送について 

機関誌「活」特集号につきましては、例年４月に原則自宅配送とさせていただ

きます。 

これにより、ご家族の方への組合事業のご案内、及び各種イベントへの参加や

健康診断の受診（特に、秋の婦人生活習慣病予防健診申し込み）など、日頃の

健康維持・管理に更にお役立ていただけることと思います。 

何卒、主旨をご理解のうえご協力くださいますようお願い申し上げます。 

なお、住所データは、令和３年３月５日現在、組合に登録のある被保険者住所

を使用し配送いたします。３月６日以降の入社の方の機関誌「活」特集号につき

ましては部数を取りまとめのうえ、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

後日、申し込みの部数を事業所宛に発送させていただきます。 

また、被保険者の自宅に届かず組合に返送されたものにつきましては、事業所

へ配送させていただきますので、お手数ですがご対応方、宜しくお願い申し上げ

ます。 

なお、見本用として事業所宛に１部配送いたしますので、ご活用くださるようお

願いいたします。 

以 上 

＜照会先＞ 

東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合 

保健事業課 ＴＥＬ 03-3576-3511 

               （案内番号③） 



令和3年 3月 10日 

事 業 主 殿 

担 当 者 殿 

東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合 

６．令和 3年度 事業計画説明会について 

 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 当健康保険組合の事業運営につきましては、平素より格別なご理解、ご協力を賜り

厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和３年度の事業計画について、例年健保会館にて説明会を開催しておりま

したが、現在のコロナ禍により、健保会館での開催から、ＺＯＯM による開催に変更

いたします。 

・実 施 日  令和 3年 3月 22日（月） 15 時～ 

・申込方法  メールにて申し込み（先着 100名） 

・資 料 等  『事業計画説明会資料（PＤＦ）』をホームページ＜新着情報＞に掲載

予定です。 

●申込メールは以下のとおりお送りください。 

・件  名  「事業計画説明会 参加申込」   

・本  文  「事業所番号」、「事業所名」、「担当者名」、「連絡先」 

・送信先  ｋeｎpｏｚｏｏｍ@ｓｉｇｎ-ａd-dｉｓpｌａｙｋeｎpｏ.ｏr.ｊp 

◎別紙「事業計画説明会に関する質問」を ＦＡＸにて受付いたします。 

・ＦＡＸ番号  ０３－３５７６－１６２７ 

・締め切り日  令和 3年 3月 17日(水) 



令和 3年度 事業計画説明会に関する質問（１） 

１．保険料について 

２．押印廃止について 

・適用関係 

・給付関係 

３．健康保険証再交付手数料について 

４．その他 

事業所記号       名称                          

担当者名                   連絡先              



令和 3年度 事業計画説明会に関する質問（２） 

１．令和３年度 保健事業について 

２．押印廃止について（保健事業関係） 

３．Ｐｅｐ Ｕｐ新規事業について 

４．健康管理（代表）委員について 

５．その他 

事業所記号       名称                          

担当者名                   連絡先              


